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あ
る
と
き
は
、
制
度
の
適
用
を

受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す▽　

歳
未
満
の
方
で
、
入
院
時

７０
の
食
事
代
を
減
額
す
る
た
め
の

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
お

持
ち
の
方
も
、
あ
ら
た
め
て
申

請
が
必
要
で
す
の
で
、
そ
の
認

定
証
も
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が

出
産
し
た
と
き
に
支
給
さ
れ
る

　

こ
れ
ま
で
、　

歳
未
満
の
方

７０

が
入
院
し
た
と
き
は
、
医
療
費

の
自
己
負
担
額
（
３
割
、
３
歳

未
満
は
２
割
）
の
全
額
を
病
院

な
ど
の
医
療
機
関
の
窓
口
で
支

払
い
、
１
か
月
の
自
己
負
担
額

が
、
左
表
の
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
る
場
合
に
は
、
高
額
療

養
費
の
支
給
申
請
を
し
て
、
払

い
戻
し
を
受
け
る
必
要
が
あ
り

ま
し
た
。

　

４
月
か
ら
は
、
医
療
機
関
の

窓
口
で
の
支
払
い
は
、
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
で
済
む
よ
う
に

な
り
、
高
額
療
養
費
の
支
給
申

請
を
行
う
必
要
も
な
く
な
り
ま

す
。

　

こ
の
制
度
の
適
用
を
受
け
る

た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
申
請

し
て
、
限
度
額
適
用
認
定
証
の

交
付
を
受
け
、
医
療
機
関
の
窓

口
で
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

申
請
窓
口　

保
険
年
金
課
、
東

部
・
西
部
出
張
所
、動
く
市
役
所

※
い
ず
れ
の
窓
口
も
、
限
度
額

適
用
認
定
証
は
、
後
日
送
付
と

な
り
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の　

国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
、
印
鑑

�
ご
注
意
く
だ
さ
い

▽
通
院
や
多
数
該
当
（
左
表
）

な
ど
の
場
合
は
、
こ
れ
ま
で
ど

お
り
、
高
額
療
養
費
支
給
申
請

の
手
続
き
が
必
要
で
す

▽
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が

合
が
あ
り
ま

す
。

申
請
時
期　

出

産
予
定
日
の
１

か
月
前
か
ら
申

請
で
き
ま
す

申
請
窓
口　

保

険
年
金
課
、
東

部
・
西
部
出
張

所
、
動
く
市
役

所申
請
に
必
要
な

も
の　

国
民
健

康
保
険
被
保
険

者
証
、
母
子
健

康
手
帳
ま
た
は

出
産
予
定
日
を

証
明
す
る
書

類
、
印
鑑

申
請
手
続
き　

出
産
育
児
一
時
金
（　

万
円
）

３５

は
、
こ
れ
ま
で
、
出
産
後
に
支

給
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
し

た
が
、
４
月
か
ら
は
、
受
取
代

理
制
度
も
利
用
で
き
ま
す
。

　

こ
の
受
取
代
理
制
度
と
は
、

出
産
育
児
一
時
金
を
出
産
費
用

と
し
て
、
医
療
機
関
な
ど
が
世

帯
主
に
代
わ
っ
て
受
け
取
る
制

度
で
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
と
、

医
療
機
関
な
ど
に
支
払
う
出
産

費
用
は
、　

万
円
を
超
え
た
分

３５

だ
け
で
済
む
よ
う
に
な
り
ま

す
。
な
お
、
出
産
費
用
が　

万
３５

円
未
満
の
場
合
は
、
差
額
が
世

帯
主
に
支
給
さ
れ
ま
す
（
下

図
）。

利
用
で
き
る
方　

医
療
機
関
な

ど
か
ら
受
取
代
理
の
同
意
が
得

ら
れ
、
出
産
予
定
日
ま
で
１
か

月
以
内
の
加
入
者
が
い
る
世
帯

の
世
帯
主

※
会
社
の
健
康
保
険
や
共
済
組

合
な
ど
か
ら
、
出
産
育
児
一
時

金
の
支
給
を
受
け
ら
れ
る
方

は
、
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が

あ
る
方
は
、
利
用
で
き
な
い
場

泉
セ
ン
タ
ー
」
の
利
用
料
を
助

成
し
て
い
ま
す
。

施
設
利
用
期
間

▽
檜
原
温
泉
セ
ン
タ
ー
「
数
馬

の
湯
」
…
４
月
１
日
〜
平
成　
２０

年
３
月　

日
（
４
月
〜　

月
は

３１

１１

午
前　

時
〜
午
後　

時
、　

月

１０

１０

１２

〜
３
月
は
午
前　

時
〜
午
後
７

１０

時
）

▽
奥
多
摩
温
泉「
も
え
ぎ
の
湯
」

…
４
月
１
日
〜
平
成　

年
３
月

２０

　

日
（
３
月
〜　

月
は
午
前
９

３１

１１

時　

分
〜
午
後
９
時　

分
、　

３０

３０

１２

月
〜
２
月
は
午
前
９
時　

分
〜

３０

午
後
７
時
）

※
い
ず
れ
も
、
月
曜
日
（
祝
日

の
場
合
は
翌
日
）
は
休
み
。

利
用
資
格　

国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方

利
用
方
法　

国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
を
持
参
の
う
え
、
保

険
年
金
課
、
東
部
・
西
部
出
張

所
、
動
く
市
役
所
の
い
ず
れ
か

で
「
温
泉
セ
ン
タ
ー
割
引
利
用

券
」
の
交
付
を
受
け
、
利
用
の

際
、
施
設
窓
口
に
利
用
料
金
を

添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い

利
用
料
金　

大
人
４
百
円
、
小

学
生
２
百
円
（
割
引
後
）

で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 　

東
京
都
国
民
健
康
保
険
団
体

連
合
会
で
は
、
保
養
施
設
「
温

温
泉
セ
ン
タ
ー

割

引

利

用

券

け
出
を
し
た
日
で
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

国
保
は
、
皆
さ
ん
の
納
め
る

国
保
税
で
支
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
国
保
税
の
納
付
は
、
便
利

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に

加
入
す
る
と
き
、
脱
退
す
る
と

き
、
退
職
者
医
療
制
度
へ
の
切

り
替
え
の
と
き
な
ど
は
、
変
更

の
あ
っ
た
日
か
ら　

日
以
内
に

１４

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

加
入
の
手
続
き
が
遅
れ
る

と
、
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保

税
）
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
り
、

そ
の
間
の
医
療
費
が
全
額
自
己

負
担
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。

　

ま
た
、
脱
退
の
手
続
き
が
遅

れ
、
誤
っ
て
国
保
の
被
保
険
者

証
を
使
っ
て
受
診
す
る
と
、
国

保
が
負
担
し
た
医
療
費
を
あ
と

で
返
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
、
国
保
税
も
脱
退
手
続
き
が

済
む
ま
で
は
、
課
税
さ
れ
た
ま

ま
に
な
り
ま
す
。

�
国
保
の
資
格
取
得
日
と
資
格

喪
失
日

　

資
格
取
得
日
は
、
加
入
前
の

健
康
保
険
の
資
格
喪
失
日
や
転

入
日
な
ど
で
す
。
資
格
喪
失
日

は
、
職
場
な
ど
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
日
の
翌
日
、転
出
日
、

死
亡
日
の
翌
日
な
ど
で
す
。
届
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

国民健康保険（国保）の届け出
手続きに必要なものこ ん な と き

（転入届出後、国民健康保険係へ）小平市に転入したとき
（前住所で国保に加入していた方）国

保
に
入
る
場
合

健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職
票など健康保険をやめたことを証明するもの職場などの健康保険をやめたとき

保護廃止決定通知書生活保護を受けなくなったとき

印鑑、被保険者証、母子健康手帳子どもが生まれたとき

被保険者証（転出届出後、国民健康保険係へ）小平市から転出するとき国
保
を
や
め
る
場
合

被保険者証、勤務先の被保険者証職場などの健康保険に加入したとき

被保険者証、保護開始決定通知書生活保護を受けるようになったとき

印鑑、被保険者証、葬祭費用の領収書など死亡したとき

被保険者証住所（市内転居）・氏名・世帯主な
どに変更があったとき

そ
の
ほ
か

納税通知書・自動車運転免許証など、本人で
あることを証明するもの、印鑑被保険者証をなくしたとき

在学証明書、被保険者証、転入先の住民票修学で住所地を離れるため、別個に
被保険者証が必要なとき

被保険者証、施設などに入園する場合には在
園証明書

旅行などで住所地を離れるため、別
個に被保険者証が必要なとき

被保険者証、年金証書被用者年金を受給するようになり、
退職者医療制度に該当したとき

※上記の各届け出を代理人が行う場合は、代理人の印鑑も必要です。
※加入手続きの場合、家族がすでに小平市国保に入っているときは、その被保険者証を
持参してください。
※老人保健法などの医療証を受けている方は、それぞれの医療証も持参してください。
※出生・死亡の届け出で、出産育児一時金、葬祭費の支給対象となる場合は、振込先と
なる世帯主などの金融機関口座番号を控えてきてください。

７０歳未満の方の自己負担限度額
多数該当自己負担限度額区　　　分

８３，４００円１５０，０００円＋（医療費－５００，０００円）×１％上位所得者
（世帯合計所得６００万円超）

４４，４００円８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％一　　般
（世帯合計所得６００万円以下）

２４，６００円３５，４００円低所得者
（住民税非課税世帯）

※多数該当：過去１年間に３回以上高額療養費の支給があった場合の４回目以降の限度額です。

届
け
出
は　

日
以
内
に

１４

�
申
請
窓
口
で
申
請
書
の
交
付

を
受
け
、
�
出
産
予
定
の
医
療

機
関
な
ど
で
、
必
要
事
項
を
記

入
し
て
も
ら
い
、
�
申
請
窓
口

に
提
出

※
従
来
ど
お
り
、
医
療
機
関
な

ど
に
出
産
費
用
を
支
払
っ
た
あ

と
、
支
給
申
請
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

４
月
か
ら
、　

歳
未
満
の
方
の

７０

入
院
医
療
費
の
窓
口
支
払
い
額
が

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
変
更

国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ

問
合
せ　

保
険
年
金
課
�　

（
３
４
６
）
９
５
２
９

０４２４ 月 か ら 、
出産育児一時金の
受 取 代 理 制 度 が
始 ま り ま す

（例）出産費用が４０万円かかった場合

（例）入院時の医療費が約１００万円の場合


